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広報おうめ ２９.２． １

付
け
ま
す
。
た
だ
し
、
次
に
該

当
す
る
方
は
、
市
役
所
で
は
受

け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
税
務

署
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
土
地
・
建
物
・
株
式
等
の
譲

渡
所
得
や
先
物
取
引
に
よ
る

所
得
を
申
告
す
る
方

②
農
業
、
営
業
等
の
所
得
の
申

告
を
す
る
方

③
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
を
申
告
す
る
方

④
青
色
申
告
を
す
る
方

⑤
消
費
税
、
相
続
税
、
贈
与
税

の
申
告
を
す
る
方

⑥
準
確
定
申
告
を
す
る
方

※
そ
の
ほ
か
に
も

年
分
以
前

２７

の
申
告
等
、
受
け
付
け
ら
れ

な
い
申
告
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
還
付
申
告
は
お
早
め
に

医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
、
中
途
退
職
等
に

よ
る
所
得
税
の
還
付
申
告
は
、

す
で
に
税
務
署
で
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
を

お
勧
め
し
ま
す
。

を
し
た
方
に
は
、
２
月
上
旬
ま

で
に
市
・
都
民
税
の
申
告
書
を

送
付
し
ま
す
。
同
封
の
「
平
成

年
度
市
民
税
・
都
民
税
（
住

２９民
税
）
申
告
の
し
お
り
」
を
参

考
に
申
告
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
書
は
、
市
民
税

課
窓
口
（
市
役
所
１
階
）
に
も

用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

市
・
都
民
税
の
申
告
方
法

左
上
の
「
市
・
都
民
税
の
申

告
方
法
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ

い
。

税

務

署

で

確

定

申

告

を

し

て

い

た

だ

く

方

申
告
期
間
中
は
、
市
役
所
で

も
所
得
税
の
確
定
申
告
を
受
け

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

②
収
入
の
な
か
っ
た
方
で
同
一

世
帯
の
親
族
の
扶
養
に
な
っ
て

い
る
方

③
収
入
が
給
与
ま
た
は
公
的
年

金
等
の
い
ず
れ
か
ま
た
は
両

方
の
み
の
方
で
、
支
払
者
か
ら

青
梅
市
へ
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
る
方
（
た
だ
し
、
支
払

報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

控
除
以
外
の
控
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
は
申
告
が
必

要
で
す
。）

※
申
告
の
要
・
不
要
に
つ
い
て

は
、
下
図
「
申
告
チ
ェ
ッ
ク

フ
ロ
ー
」
を
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
。

市

・

都

民

税

申

告

書

を

送

付

す

る

方

昨
年
、
市
・
都
民
税
の
申
告

公
的
年
金
に
係
る
雑
所
得
以

外
の
所
得
）
が
あ
っ
た
が
、

所
得
税
の
確
定
申
告
の
必
要

の
な
い
方

▼
青
梅
市
に
給
与
支
払
報
告
書

を
提
出
し
て
い
な
い
事
業
所

に
お
勤
め
の
方

▼
収
入
の
な
か
っ
た
方
（
同
一

世
帯
の
親
族
の
扶
養
に
な
っ

て
い
る
場
合
を
除
く
）

★

年
１
月
１
日
現
在
青
梅
市

２９以
外
の
市
区
町
村
に
お
住
ま

い
で
、
青
梅
市
内
に
事
業

所
、
事
務
所
ま
た
は
家
屋
敷

を
お
持
ち
の
方

市

・

都

民

税

の

申

告

の

必

要

が

な

い

方

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

方
（
確
定
申
告
の
必
要
の
有

無
に
つ
い
て
は
、
税
務
署
へ

ま
も
な
く
平
成

年
分
の
収

２８

入
等
を
申
告
し
て
い
た
だ
く

市
・
都
民
税
お
よ
び
所
得
税
の

申
告
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
申
告
は
、

年
度
の

２９

市
・
都
民
税
を
決
め
る
重
要
な

手
続
き
で
す
の
で
、
該
当
す
る

方
は
期
間
内
に
必
ず
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
申
告
会
場
は
大
変
混

雑
し
ま
す
の
で
、
余
裕
を
持
っ

て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

市

・

都

民

税

の

申

告

が

必

要

な

方

★
平
成

年
１
月
１
日
現
在
青

２９

梅
市
に
お
住
ま
い
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、

生
命
保
険
の
満
期
金
に
係
る

所
得
等
（
給
与
所
得
お
よ
び

市市民税・都民税市民税・都民税のの

申 告 は お 早 め申 告 は お 早 め にに
問い合わせ

☆市・都民税について…市役所市民税課緯２２－１１１１

☆確定申告・所得税について…青梅税務署緯２２－３１８５

〈参考〉配偶者のパート収入による控除の範囲と税金（所得控除が基礎控除のみの場合）

配偶者には配偶者
特別控除

配偶者控除
の対象

パートの年間収入
市・都民税が所得税が

かからない
かからない受けられないなれる

１００万円以下

かかる

１００万円超１０３万円以下

かかる
受けられる

なれない
１０３万円超１４１万円未満

受けられない１４１万円以上

２２月１６日（木）２月１６日（木）～～３月１５日３月１５日（水）（水）

市市市市市市市市市市市市市市市市

・・・・・・・・・・・・・・・・

都都都都都都都都都都都都都都都都

民民民民民民民民民民民民民民民民

税税税税税税税税税税税税税税税税

のののののののののののののののの

申申申申申申申申申申申申申申申申

告告告告告告告告告告告告告告告告

方方方方方方方方方方方方方方方方

市

・

都

民

税

の

申

告

方

法法法法法法法法法法法法法法法法法

ー
、
今
井
市
民
セ
ン
タ
ー
②

２
月

日
（
日
）

午
前
９
時

２６

～

時

分
、
午
後
１
時
～

１１

３０

４
時
・
梅
郷
市
民
セ
ン
タ
ー
、

沢
井
市
民
セ
ン
タ
ー
、
河
辺

市
民
セ
ン
タ
ー

（
３
）
市
役
所
夜
間
窓
口で

の
申
告

２
月

日
・

日
、
３
月
２

１６

２３

日
・
９
日
の
木
曜
日
は
、
午
後

７
時

分
ま
で
市
民
税
課
窓
口

３０

（
市
役
所
１
階
）
で
受
け
付
け
ま

す
。た

だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申

告
に
係
る
相
談
、
受
け
付
け
は

で
き
ま
せ
ん
。

（
４
）
郵
送
で
の

市
・
都
民
税
申
告
書
の
提
出

申
告
書
に
記
入
・
押
印
し
、

申
告
の
方
法
・
受
付
日
時

（
１
）
～
（
４
）
の
方
法
で

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
１
）
市
役
所
で
の
申
告

日
時

２
月

日
（
木
）
～

１６

３
月

日
（
水
）（
土
・
日

１５

曜
日
を
除
く
）・
午
前
８
時

分
～
午
後
４
時

４５
会
場

市
役
所
２
階

・
２０２

２０３

会
議
室

（
２
）
市
民
セ
ン
タ
ーで

の
申
告

日
時
・
会
場

①
２
月

日
１９

（
日
）

午
前
９
時
～

時
１１

分
、
午
後
１
時
～
４

３０時
・
小
曾
木
市
民
セ
ン
タ

ー
、
成
木
市
民
セ
ン
タ

必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
〒
１９８

―
８
７
０
１
青
梅
市
市
民
税
課

へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た

は
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
の

写
し
と
本
人
確
認
書
類
の
写

し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
昼
間
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番

号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

申

告

に

必

要

な

も

の

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た

は
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド

②
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
等
写
真
付
き
の
も
の
は
１

点
、
国
民
健
康
保
健
証
等
写

真
な
し
の
も
の
は
２
点
）

③
代
理
人
の
場
合
、
代
理
権
の

確
認
で
き
る
も
の

▼
委
任
状
や
戸
籍
関
係
書
類
ま

た
は
税
務
代
理
権
限
証
書
等

④
申
告
書
（
各
申
告
会
場
に
も

用
意
し
て
あ
り
ま
す
）

⑤
認
め
印
（
郵
送
等
の
場
合
は

必
要
箇
所
に
押
印
し
て
く
だ

さ
い
）

⑥
平
成

年
中
の
収
入
が
分
か

２８

る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
、
収

入
明
細
書
、
そ
の
他
帳
簿

等
）

⑦
所
得
控
除
等
の
書
類
（
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
）

▼
障
害
者
控
除
…
身
体
障
害
者

手
帳
、
愛
の
手
帳
等

▼
社
会
保
険
料
控
除
…
健
康
保

険
料
、
介
護
保
険
料
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
、
国
民

年
金
等
の
領
収
書
ま
た
は
支

払
い
を
証
明
す
る
書
類

▼
生
命
保
険
料
控
除
・
地
震
保

険
料
控
除
…
控
除
証
明
書

▼
寄
付
金
控
除
…
寄
付
先
か
ら

の
領
収
書
等

▼
医
療
費
控
除
…
医
療
費
の
領

収
書
、
保
険
等
で
補
て
ん

さ
れ
た
金
額
の
分
か
る
書

類
※
お
む
つ
代
を
医
療
費
控
除

の
対
象
に
す
る
場
合
は
、

お
む
つ
使
用
証
明
書
も
し

く
は
お
む
つ
使
用
確
認
書

が
必
要
で
す
。（
事
前
に

支
払
い
総
額
を
求
め
て
く

だ
さ
い
。）

※
配
偶
者
控
除
や
扶
養
控
除

を
申
告
す
る
場
合
、
配
偶

者
や
被
扶
養
者
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
も
ご
記
入
く
だ
さ

い
。

※
そ
の
他
控
除
の
内
容
に
よ

っ
て
必
要
な
書
類
が
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
告
チ
ェ
ッ
ク
フ
ロ
ー

市
・
都
民
税
の
申
告

か

か

い


